
(その1）

収支報告書 令和02年分

開催分）（

（ふりがな） げんまけんたろうをそだてるかい

l政治団体の名称源馬謙太郎を育てる会

2主たる事務所の所在地静岡県浜松市中区領家l-1-16

3代表者の氏名源馬 謙太郎

4会計責任者の氏名森口 俊尚

事務担当者の氏名

井島 英博

(電話) 03-3508-7160

(電話）

(電話）

入力演

政治団体の区分

口政 党 口政治資金規正法第18条の2第1項

口政 党 の 支 部 の規定による政治団体

口政 治 資 金 団 体 回その他の政治団体

□その他の政治団体の支部

活動区域の区分

□ 2以上の都道府県の区域等 回同一の都道府県の区域内

国会議員関係政治団体の区分

回政治資金規正法第19条の7第1項

第1号に係る国会議員関係政治団体

回政治資金規正法第19条の7第1項

第2号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者

の 氏 名源馬 謙太郎
公職の種類衆議院議員

(現職・候補者の別） （現職）

公職の候補者
の氏名（2人目）

公職の種類

（現職・候補者の別）

公職の候補者
の氏名（3人目）

公職の種類

(現職・候補者の別）

資金管理団体の指定の有無

有
無

回
□

公職の種類衆議院議員

(現職・候補者の別） （現職）

資金管理団体の届

出をした者の氏名源馬 謙太郎

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

から

まで

(※複数の期間がある場合2つめ以降の期間）

資金管理団体の指定の期間

から

まで

(※複数の期間がある場合2つめ以降の期間）



収支の状況(その2）

1 収支の総括表

2収入項目別金額の内訳

＝

収 入 総 額、 11,365,249
（前年からの繰越額）

（本年の収入額） ↓ ．

57，149

11,308, 100
支 出 総 額 10,395,883

翌年への繰越額 969,366

(1)個人の負担する党費又は会費．

金 額
〃

0

員 数（党費又は会費を納入した人の数） 0

(2)寄附
d ●

ア寄附(イを除く。 ）の区分 一 金 額 備 考

(ｱ）個人からの寄ド付

（
シ

フ ち特定寄附）

(ｲ）法人その他の団体からの寄附

(ｳ）政治団体からの寄附

308, 100
0

0

11,000,000
小計 （ｱ） ＋ （ｲ） ＋ （ｳ） 11,308,100
(寄附のうち寄附のあっせんによるもの） 0

イ政党匿名寄附 0

合計 （ア＋イ） 11,308, 100



ー

(その7）

、

ラ

(7)寄附の内訳 、 ・ 寄附者の区分
』

１
－

1.個人

行番号
寄附者の氏名。

(団体にあっては、その名称）
金 額 年月日

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在
地）

職業(団体にあっては、代
表者の氏名） 備 考

1 神谷文吾 5，000
J R2/1/6 静岡県浜松市中区山手町40-3 企業経営

2 神谷文吾 5，000 R2/2/3 静岡県浜松市中区山手町40－3 企業経営

3 神谷文吾 5,000 R2/3/2 静岡県浜松市中区山手町40－3 企業経営

4 神谷文吾 5,000 R2/4/1 静岡県浜松市中区山手町40-3 企業経営

R
u 神谷文吾 5，000 R2/5/1 静岡県浜松市中区山手町40－3 企業経営

6 神谷文吾 5,000 R2/6/1 静岡県浜松市中区山手町40-3 企業経営

7 神谷文吾 ． 5，000 R2/7/1 静岡県浜松市中区山手町40-3 企業経営

8 神谷文吾 5，000 R2/8/3 静岡県浜松市中区山手町40－3 企業経営

9 神谷文吾 5，000 R2/9/1 静岡県浜松市中区山手町40-3 企業経営

10 神谷文吾 一 5，000 R2/10/1 静岡県浜松市中区山手町40-3 企業経営

11 神谷文吾 5,000 R2/11/2 静岡県浜松市中区山手町40－3 企業経営

12 神谷文吾 5，000 R2/12/1 静岡県浜松市中区山手町40-3 企業経営 一

13 小栗正實 36，000 R2/6/17 静岡県浜松市東区笠井町340-4 無職

14 真瀬悦邦 122,100 R2/7/7 静岡県浜松市北区新都田5－1－15 企業経営

15 田水明
、 50,000 R2/12/29

静岡県浜松市中区海老塚2丁目25メ
ゾンドール浜松206

企業経営

その他の寄附 40，000
"△、 二L
口 ロI 308,100
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(7)寄附の内訳 一 寄附者の区分 3.政治団体 一

行番号 寄附者の氏名
(団体にあっては、その名称） ，

金 額 年月日
住所(団体にあっては、主たる事務所の所在

地）

職業(団体にあっては、代

表者の氏名） 備 考

1 国民民主党本部 10,-000,000 R2/9/4 東京都千代田区永田町1-11-1 玉木雄一郎
■ 、

2 国民民主党静岡県総支部連合会 1,000,000
ｆ

R2/9/29
静岡県静岡市葵区紺屋町4-8ガーデ
ンスクェア第3ピル7階

野澤和彦
、

3

4
喝 一守 〆

一

5 』ず

6

7 ）
j L

8
〆 、 亀

9
少

10
P 』

11
』

時 子

、
1 、、

12

13 旬〆 ¥

} ず

伊

¥ ←

、

14 ノ

15

その他の寄附 0

合 計 亜ざm"00 ，や
000



(その13）

3支出項目別金額の内訳

(1)支出の総括表

項 目 金 額
備 考

本部又は支部に対して
供与した交付金に係る支出

1経 常 経 費

(1)人 件 費 442, 371 0

(2)光 熱 水 費 00, 334 0

(3)備品 ． 消耗品費 54, （ 09 0

(4)事 務 所 費
フ 564 ? 380 0

小 計 2， 26 ・ ワ 094 0 ’
2政 治 活 動 費

(1)組 織 活 動 費 2,779,450 00

(2)選 挙 関 係 費 0 00

(3)機関紙誌の発行その他の事業費

ア機関紙誌の発行事業費

イ宣 伝 事 業 費

ウ政治資金パーティー開催事業費

ェその他の事業費

355, 339
0

355, 3（ 9
0

0

０
’
０
｜
↓
０
’
０
’
０

0

0

0

0

0

(4)調 査 研 究 費 0 0

(5)寄附 ・ 交付金 5, （ ), （ ） 0

(6)そ の他の 経費 0 0

小 計 8, 134 .? 789 0

合 計 0,395, 88：



(その14)

(2)経常経費（人件費を除く。 ）の内訳 項 目 別 区 分 2．光熱水費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た

る事務所の所在地）
備考

1 電気代 39, 369 R2/9/12 中部電力ミライズ㈱ 愛知県名古屋市東区東新町1

2 電気代 26,741 R2/11/20 中部電力ミライズ㈱ 愛知県名古屋市東区東新町1

3 電気代 23, 571 R2/12/28 中部電力ミライズ㈱ 愛知県名古屋市東区東新町1

4

５

6

7

8

9

10

l1

12

13

14

15

その他の支出 10, 653
,へ

計ロ 100, 334



(その14)

(2)経常経費（人件費を除く。 ）の内訳 項 目 別 区 分 3．備品・消耗品費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た

る事務所の所在地）
備考

1 iPhone修理代 15,950 R2/9/11 クイックガレージ東京駅前 東京都中央区八重洲1丁目5-22 9F

２ 衣料品 18,788 R2/1/7 ニューバランス銀座 東京都中央区銀座3－10－6

3 事務所備品 10, 522 R2/1/14 株式会社ニトリ 北海道札幌市北区新琴似7条1-2-39

4 名刺制作 14, 500 R2/11/11 大槻デザイニング株式会社 東京都江東区牡丹3-28-1

5

6

ワ

I

8

9

10

l1

12

13

14

15

この頁の小計 59,760

その他の支出 94, 249

合 計 154,009



(そのl4)

(2)経常経費（人件費を除く。 ）の内訳 項 目 別 区 分 4．事務所費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た

る事務所の所在地）
備考

1 携帯電話利用料 25, 010 R2/1/6 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1

2 iPad修理代 57, 200 R2/1/22 株式会社Tecnico 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-1-502

3 携帯電話利用料 26, 113 R2/2/6 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1

4 ChatWork利用料 49, 500 R2/2/6 Chatwork株式会社 東京都港区芝公園3-4-30-7F

5 携帯電話利用料 24, 233 R2/3/6 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1

6 携帯電話利用料 24,402 R2/4/6 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1

ワ

I 携帯電話利用料 24, 633 R2/5/7 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1

8 携帯電話利用料 24, 511 R2/6/8 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1

9 後納郵便料金 84, 140 R2/6/15 日本郵便㈱ 東京都千代田区大手町2-3-1

1O 携帯電話利用料 24,458 R2/7/6 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1

11 携帯電話利用料 23, 887 R2/8/6 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1

12 携帯電話利用料 27,942 R2/9/7 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1

13
領家事務所家賃2020. 10
分 170, 000 R2/9/30 横田弘子 静岡県浜松市東区将監町29-6

14 携帯電話利用料 26,464 R2/10/6 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1

15
領家事務所家賃2020. 11
分 170, 000 R2/10/30 横田弘子 静岡県浜松市東区将監町29-6

16 後納郵便料金 27, 724 R2/10/31 日本郵便㈱ 東京都千代田区大手町2-3-1

17 携帯電話利用料 25, 865 R2/11/6 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1

18 電話代 12, 296 R2/11/27 NTTファイナンス 愛知県名古屋市東区東桜1-14-11

19
領家事務所家賃2020. 12
分 170, 000 R2/11/30 横田弘子 静岡県浜松市東区将監町29-6



(その14)

(2)経常経費（人件費を除く。 ）の内訳 項
一、 目 別 区 分 4．事務所費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地）

備考

20 後納郵便料金 148, 840 R2/11/30 日本郵便㈱ 東京都千代田区大手町2-3-1

21 領家事務所家賃2021. 1分 170, 000 R2/12/25 横田弘子 静岡県浜松市東区将監町29-6

22 電話代 11, 255 R2/12/28 NTTファイナンス 愛知県名古屋市東区東桜1-14-11

23

その他の支出 215, 907

合 計 1, 564, 380



(その15）

(3)政治活動費の内訳 工百
〆、 目 別 区 分

1．組織活動費

行事・会議費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主

たる事務所の所在地）
備考

1 紋付袴一式レンタル 30, 000 R2/2/25 晴れ着の丸昌下北沢店 東京都世田谷区北沢2-36-12

2

3

4

5

6

７

8

9

10

ll

12

13

14

15

この頁の小計 30, 000
その他の支出 0

合 計 30,000



(その15）

(3)政治活動費の内訳 項
〆、 目 別 区 分

1．組織活動費

会合費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主

たる事務所の所在地）
備考

1 会合費 13, 530 R2/1/30 Wineberみるく 静岡県浜松市中区千歳町79

２ 会合費 32, 030 R2/2/17 地中海 東京都新宿区荒木町3番地田村ビル2F

3 会合費 37, 040 R2/2/19 烏ばか一代 東京都中央区銀座3-3-8

4 会合費 24, 930 R2/2/21 USHIO 東京都港区六本木3-10-9-2F

5 懇親会費 20, 000 R2/2/26 Antichi SaporiMontegrosso
東京都港区南麻布5-2-4O日興パレス
1F

6 会合費 17, 138 R2/3/18 たんと 静岡県浜松市中区田町330-1

７ 会合費 24, 230 R2/3/19 PUBLICCAFEBARPAM/ING 静岡県浜松市中区田町315-24

8 会合費 34, 000 R2/3/20 酉泰別邸肴町 静岡県浜松市中区肴町313-13

9 会合費 13, 000 R2/3/27 えびす
静岡県浜松市中区板屋町llO-17クラウ
ンパレスBl

10 会合費 11, 200 R2/3/27 Triangle 静岡県浜松市中区板屋町626

11 会合費 23,950 R2/5/25
炭火焼鳥と自然派ワインのお店
Gallo

東京都新宿区四谷3-9-18

12 会合費 11, 500 R2/6/22 おばんざいえん 静岡県浜松市中区千歳町102

13 会合費 22, 000 R2/6/29 ここち 東京都新宿区荒木町9番地

14 会合費 17, 300 R2/7/2 すし処志げる 東京都新宿区舟町15荒川ビル1F

15 会合費 16,400 R2/7/23 THEsimGGLER
静岡県浜松市中区肴町313-12肴町ビル
5階

この頁の小計 318, 248



(その15）

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1．組織活動費

会合費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地）

備考

16 会合費 32, 280 R2/8/17 株式会社ダイヤモンドダイニング 東京都港区芝4-1-23三田NNビル18F

17 会合費 13, 901 R2/8/19 一番どり 山王パークタワー店
東京都千代田区永田町2-11-1山王パー

クタワーBl

18 会合費 43,964 R2/9/1 黒フネ 静岡県浜松市中区田町325-38

19 会合費 11, 000 R2/9/2 BAR&DININGJAYCO 東京都新宿区新宿5-11-13

20 会合費 15, 700 R2/9/4 おへそ 静岡県浜松市中区肴町318-27 2F

21 会合費 23, 530 R2/9/11 株式会社鉄道会館TOKYOPANINO 東京都千代田区丸の内1-9-1

22 会合費 12, 390 R2/9/14 串かつ料理えそら 東京都港区赤坂2-14-28

23 会合費 11, 600 R2/9/15 焼鳥おがわ
東京都新宿区荒木町9-1ウインド荒木
町l-R

24 会合費 29, 032 R2/9/17 PREMIUMDININGINC. 東京都中央区銀座6-5-15 5F

25 会合費 一 17, 171 R2/9/21
"和"CAFE+I･ZA･KA・YAなの
蔵

静岡県浜松市中区田町329-18

26 会合費 22, 500 R2/9/24 BEBER 東京都港区六本木5-1-1

27 会合費 41, 516 R2/9/29 ウェスティンホテル東京 東京都目黒区三田1－4－1

28 会合費 22, 800 R2/10/16 酒房ロダン
静岡県浜松市中区肴町318-4小林ビル
2F

29 会合費 17, 600 R2/10/17 銀屋 静岡県浜松市中区田町323-5

30 会合費 30, 030 R2/11/5 濱松うなぎあつみ 東京都港区西麻布'-4-21-2F

この頁の小計 345, 014



I

(その15)
「

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1．組織活動費

会合費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主

たる事務所の所在地） 備考

31 会合費 11, 187 R2/11/6 野武士 静岡県浜松市中区砂山町355-8

32 会合費 18, 161 R2/11/11 赤坂十月 東京都港区赤坂3-10-5-6F

33 会合費 34, 300 R2/11/26 ahill glnza 東京都中央区銀座2-4-3 8F

34 受講料 150, 000 R2/11/30 AIRing 東京都中央区銀座1-22-11-2F

35 会合費 15, 620 R2/12/2 和音 静岡県浜松市中区紺屋町306-43

36 会合費 25,400 R2/12/5 鉄板焼あつみ 静岡県浜松市中区千歳町90

37 会合費 12, 000 R2/12/8 味と酒えびいち 静岡県浜松市中区海老塚1-5-24

38 会合費 14,300 R2/12/11 oriori gallery 静岡県浜松市東区子安町316-1

39 会合費 14,400 R2/12/27 手打ちそば築 静岡県浜松市東区和田町153-1

40

この頁の小計 295, 368
その他の支出 534, 642

合 計 1,493, 272



1

(その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1．組織活動費

旅費交通費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地）

備考

1 勉強会講師宿泊費 17, 300 R2/l/30 オークラアクトシテイ浜松 静岡県浜松市中区板屋町111-2

2 インターン宿泊代 26， 100 R2/3/22 楽天㈱ 東京都千代田区世田谷区玉川1-14-1

3 宿泊費 18,730 R2/8/25 熱海TENSUI 静岡県熱海市小嵐町2-3

4

5

6

可

I

8

9

10

11

12

13

14

15

この頁の小計 62, 130
その他の支出 85, 227

合 計 147, 357



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1．組織活動費

渉外費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主

たる事務所の所在地）
備考

1 会費、積立金その他 101, 800 R2/1/24 浜松東ロータリークラブ
静岡県浜松市中区板屋町lll-2オーク
ラアクトシティホテル浜松

２ 綜學勉強会講師料 20, 000 R2/1/28 綜學勉強会会合事務局井出庸生 東京都千代田区永田町2-1-2-721

3 直諫の会会費 20, 000 R2/2/18 直諫の会 東京都千代田区九段北2-3-25-401

4 年会費 24, 000 R2/2/18 海友会 静岡県浜松市中区海老塚2-25-30

５ 綜學勉強会講師料 20, 000 R2/2/25 綜學勉強会会合事務局井出庸生 東京都千代田区永田町2-1-2-721

6 自誓会会費 15, 000 R2/3/11 自誓会
東京都千代田区平河町2-5-3
NagatachoGRID5F

7
1 綜學勉強会講師料 20, 000 R2/3/31 綜學勉強会会合事務局井出庸生 東京都千代田区永田町2-1-2-721

8 ロータリー年会費 91, 000 R2/4/14 浜松東ロータリークラブ 静岡県浜松市中区板屋町111-2

9 直諫の会会費 20, 000 R2/4/27 直諫の会 東京都千代田区九段北2-3-25-401

10 ハマキョウ後援会年会費 24, 000 R2/5/21 ハマキョウ後援会事務局 静岡県浜松市南区寺脇町1701-1

11 綜學勉強会講師料 20, 000 R2/5/26 綜學勉強会会合事務局井出庸生 東京都千代田区永田町2-1-2-721

12 静岡県人会年会費 30, 000 R2/6/22 一般社団法人静岡県人会
東京都千代田区平河町2-6-3都道府
県会館13階静岡県東京事務所内

13 綜學勉強会講師料 20, 000 R2/6/23 綜學勉強会会合事務局井出庸生 東京都千代田区永田町2-1-2-721

14 直諫の会会費 20, 000 R2/6/30 直諫の会 東京都千代田区九段北2-3-25-401

15 会費 76,460 R2/7/9 浜松東ロータリークラブ 静岡県浜松市中区板屋町111-2

16 加茂真淵翁遺徳顕彰会 14, 000 R2/7/20 加茂真淵翁遣徳顕彰会 静岡県浜松市中区東伊場1-22-2

17 自書会会費 15, 000 R2/7/21 自誓会
東京都千代田区平河町2-5-3

NagatachoGRID5F

18 直諫の会会費 20, 000 R2/8/27 直諫の会 東京都千代田区九段北2-3-25-401



(その15)

(3)政治活動費の内訳 工百
〆、 目 別 区 分

1．組織活動費

渉外費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主

たる事務所の所在地）
備考

19 会費 15, 000 R2/10/14 自誓会
東京都千代田区平河町2-5-
3NagatachoGRID5F

20 自治会費(R2年度分） 15, 000 R2/10/23 篠ケ瀬町自治会 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町

21 綜學勉強会講師料 20, 000 R2/10/27 綜學勉強会会合事務局井出庸生 東京都千代田区永田町2-1-2-721

22 直諫の会会費 20, 000 R2/10/29 直諫の会 東京都千代田区九段北2-3-25-401

23 綜學勉強会講師料 20, 000 R2/1l/24 綜學勉強会会合事務局井出庸生 東京都千代田区永田町2-1-2-721

24 年会費 20, 000 R2/12/8 海青会 静岡県浜松市中区海老塚

25 自誓会会費 15, 000 R2/12/17
へ
云

蓉
一
三自

東京都千代田区平河町2-5-3
NagatachoGRID5F

26 直諫の会会費 20, 000 R2/12/24 直諫の会 東京都千代田区九段北2-3-25-401

27

その他の支出 138, 943
今

計ロ 855, 203



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1．組織活動費

交際費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地）

備考

1 贈答品 10, 848 R2/8/12 有限会社春華堂 静岡県浜松市中区鍛冶町321-10

2 贈答品 18,808 R2/8/27 株式会社知久 静岡県浜松市西区桜台1-2-1

3 プレー費 16, 350 R2/11/7
掛川グリーンヒルカントリークラ
ブ

静岡県掛川市寺島1000番地

4 プレー費 22, 508 R2/11/29 静岡よみうりカントリークラブ 静岡県掛川市家代1188番地

5 チケット代 36, 000 R2/12/2 浜松ブルーリボンの会 静岡県浜松市西区大平台4-31-15

6 贈答品 44, 325 R2/12/8 ㈱丸半堀江商店 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪5286

7 贈答品 42, 712 R2/12/17 (株）丸半堀江商店 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪337-1

8

9

10

l1

12

13

14

15

この頁の小計 191, 551
その他の支出 62,067

△、
計ロ 253, 618



！

(その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
4．宣伝事業費

宣伝事業費

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあっては、主

たる事務所の所在地）
備考

1 印刷代 310, 720 R2/9/19 プリントネット株 鹿児島県鹿児島市城南町10-7

2

3

4

5

6

ワ
ー

8

9

10

11

12

13

14

15

この頁の小計 310,720
その他の支出 44, 619

合 計 355,339



(そのl5)

(3)政治活動費の内訳 項
一、 目 別 区 分

8．寄附・交付金

寄附

行番号 支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地）

備考

1 寄附 5,000,000 R2/9/30 立憲民主党静岡県第8区総支部 静岡県浜松市中区領家1-1-16

２

3

4
、

５

6

ワ

I

8

9

10

11

12

13

14

15

この頁の小計 5,000,000
その他の支出 0

合 計 5,000,000



資産等の状況(その17)

1 資産等の総括表

資産等の有無

沓
一､ 産等の項目別区分 有

圧
飛

釘
ハ 備 考

ア 土 地 □ 回

イ建 物 □ 回

ウ建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 □ 回

工亟畳の価題逆上皿互巴逵超乙亘動産 □ 回

オ
遁全1萱逼遁金及α当座遁全童隆皇11
又は 壁金（萱逼壁金堂陸 く 堅 1

□ 回

力金 銭 信 託 □ 回

キ宜 価 証 券 □ 回

ク出 童 迄 よ る 権 型 □ 回

ケ貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金 □ 回

．重払い型迄金頚越100万日逵超乙至敷金 □ 回

サ亟侵の価鎮迩iL皿互巴童超丘豆施設里型里迄閨立乙権
型

□ 回

シ借入土ごとの残高が100万巴を超える借入金 □ 回





政治資金驍杳報告書

令和3年3月15日

源馬謙太郎を育てる会

代表源馬謙太郎殿

登録政治資金監査人鱗A-違う一鰯
登録番号第3648 号

研修修了年月日平成23年8月19日

1 監査の概要

（1）私は、政治資金規正法(以下｢法」という｡）第19条の13第1項の規定に基づき、

源馬謙太郎を育てる会の令和2年に係る法第12条第1項に規定する収支報告書のす

べての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明

細書、領収書等領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書

に係る支出目的書（支出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。以下同じ｡）に

ついて、支出に関する政治資金監査を行った。

（2）この政治資金監査は、法第19条の13第2項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」 （以下「政治資金監査マニュ

アル」 という｡）に基づき行った。

（3）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書

等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目

的書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告す

ることにある。

（4）この政治資金監査は、源馬謙太郎を育てる会の主たる事務所において行った。

2監査の結果

私が実施した政治資金藍査の結果は、以下のとおりである。

（1）法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、領収書等が保

存されていた。

なお明細書、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書

に係る支出目的書を必要とする支出はなく、明細書、領収書等を徴し難かった支出

の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書は存在しなかった。

（2）法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会

議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員

関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。



（3）法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定

する収支報告書は、会計帳簿、領収書等に基づいて支出の状況が表示されていた。

（4）法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった

支出の明細書及び振込明細書に係る支出目的書は、存在しなかった。

3 業務制限

源馬謙太郎を育てる会と私との間には、法第19条の13第5項の規定に違反する事

実はない。

また、源馬謙太郎を育てる会と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業者

との間においても、同様である。

以 上

写
綱


